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国道１１号鳴門市北灘町の事故対策完了！！
～ 交通事故の防止に向けて、合同点検箇所の対策を実施 ～

交通事故の防止に向けて、県警・国・県・市および地域の

安全協会が参加して合同点検・対策会議を行った国道１１

号の事故対策が３月１８日に完了しました。

【場所】国道１１号 鳴門市北灘町粟田～折野 計７箇所
き た な だ ち よ う あ わ た お り の

【内容】減速ライン設置など

※対策内容の詳細は別紙参照

【概要】

・国道１１号鳴門市北 灘 町では、昨年６月に『正面衝突事故』が発生しま
きたなだちよう

した。また、『北 灘 町のスピード違反などの取り締まりを強化してもら
きたなだちよう

いたい。』との意見もあり、１月２５日に県警・国・県・市および地域

の安全協会が参加して合同点検・対策会議を行いました。

・徳島河川国道事務所では、合同点検・対策会議で提案された減速ライン

設置などについて順次施工を行い、３月１８日に完了しました。

・今後とも、地域の皆様方の声を聞きながら、より良い道路管理を行って

いきたいと考えていますので、ご意見・ご要望を下記のアドレスまでお

寄せ下さい。

http://www.skr.mlit.go.jp/cgi-bin/tokushima/form.cgi?formid=form001

徳島県 鳴門警察署

国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所

本施策は、四国圏広域地方計画「ＮＯ． ５圏域の連携による発展に向けた地域力向上プロジェクト 」の取組に該当します。

【問い合わせ先】

国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所

TEL： 088-654-2211（代表）

課 長 石川 安二 内線471
い し か わ や す じ

国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所 徳島国道出張所

◎出張所長 田中 元幸 TEL： 088-699-4511（直通)
た な か も と ゆ き

◎：主たる問い合わせ先



事故対策箇所（７箇所）

主な事故対策内容

①鳴門市北灘町粟田字大岸2地先
（粟田漁港付近）

②鳴門市北灘町粟田字西傍示290-1地先
（粟田横断歩道橋付近）

③鳴門市北灘町粟田字ハシカ谷105地先 ⑤鳴門市北灘町宿毛谷字クロハエ164-5地先

減速ライン設置

高視認性区画線設置

減速ライン設置

高視認性区画線設置

減速ライン設置

高視認性区画線設置

きたなだちょうあわた あざ にしほうじきたなだちょうあわた あざ おおぎし

きたなだちょうあわた あざ だに きたなだちょう しゅくもだに あざ
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反射材設置


